
南条団地宅地分譲要領 

 

（目的） 

第 1 条 南条団地宅地分譲要領（以下「要領」という。）は、南越前町が定住を促進するために整備した

南条団地の宅地（以下「宅地」という。）の分譲について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 宅地 町が取得し、住宅の建築に供する土地をいう。 

（2） 分譲 町の所有に属する前号の土地の所有権を譲渡することをいう。 

（3） 住宅 自らが居住のための専用住宅又は併用住宅（居住と事業との両方の用途に供される建物） 

及びそれに付随する施設をいう。 

（宅地分譲の位置及び区画） 

第 3 条 宅地分譲の位置及び区画は次のとおりとする。 

宅地分譲地名 位  置 区画 

南条団地 南越前町西大道 19 字三反梭 13 番 4 1 

（譲受人の募集） 

第 4 条 宅地の分譲は公募により行うものとし、次に掲げる方法によって行うものとする。 

(1)  町広報誌への掲載及びこれに代わるべき相当な方法 

(2)  町長は、公募にあたり、宅地の所在地、分譲面積、区画数など必要な事項を公表する。 

（譲受人の資格及び条件） 

第 5 条 譲受人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。 

(1)  宅地の引渡し通知より 3 年以内に居住のための住宅を建築すること。 

(2)  譲受人は、40 歳未満を優先者とする。 

(3)  申込者及び同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 6 号に規定する暴力団員等に該当しないこと。 

(4)  市町村税等の滞納がないこと。 

(5)  関係する行政区の区民として地域の活動に参加する意志を有すること。 

(6)  その他町長が特に認めるもの。 

（分譲） 

第 6 条 宅地の分譲は、南越前町に定住を希望し自らの住宅を建築する土地を必要としている者に対し

有償で行う。ただし、分譲は 1 世帯につき 1 区画とする。 

（分譲の申込み） 

第 7 条 宅地の分譲を希望する者は、分譲宅地購入申込書（様式第 1 号）に次に掲げる書類を添えて町

長に提出しなければならない。 

(1)  住宅に居住しようとする者全ての住民票 

(2)  申込者の納税証明書等 

(3)  その他町長が必要と認める書類 

 



（分譲の決定） 

第 8 条 町長は前条の規定により申込書を受理したときには、申込書の内容審査又は必要に応じ実情調

査を行う。ただし、同一区画に複数の申込があった場合は、抽選その他公正な方法により決定するも

のとする。 

 2 町長は、前項の結果について分譲宅地購入決定書（様式第 2 号）により、当該申込者に通知するも

のとする。 

 3 公募した宅地のうち申込者がない区画があるときは、分譲決定に漏れた者の中から抽選その他公正

な方法により、当該申込者がない区画の分譲を決定することができる。 

（分譲価格） 

第 9 条 南条団地の分譲価格は、59,000 円/坪とする。 

（契約の締結） 

第 10 条 第 8 条の通知を受けた譲受人は、通知を受けた日から 7 日以内に土地売買契約書（以下「契約

書」という。）（様式第 3 号）により契約を締結しなければならない。 

2 契約に要する費用は、譲受人の負担とする。 

（分譲代金の納付） 

第 11 条 譲受人は、契約締結の日から 45 日以内に分譲代金を納付しなければならない。 

（宅地の引き渡し） 

第 12 条 宅地の引き渡しは、前条に規定する分譲代金を完納した日をもって行うものとし、町長は譲受

人に分譲宅地引渡書（様式 4 号）を交付するものとする。 

（所有権の移転登記） 

第 13 条 宅地の移転登記は、前条に規定する引き渡し後、町長が速やかに行うものとする。 

2  町長は、前項に規定する移転登記が完了したときは、登記完了通知（様式第 5 号）により登記完了

証等を譲受人に交付するものとする。 

3 譲受人は、前項に規定する登記識別情報通知を受け取ったときは、登記完了証及び登記識別情報通知

受領書（様式第 6 号）を町長へ提出しなければならない。 

4 所有権の移転登記に要する登録免許税その他の費用については、譲受人が負担するものとする。 

（分譲の取消し及び契約の解除） 

第 14 条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、土地売買契約の解除（取消）決定通

知書（様式第 7 号）により分譲の決定を取り消し、又は契約の解除をすることができる。 

 (1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。 

 (2) 第 5 条に規定する資格及び条件を欠くに至ったとき。 

 (3) 第 10 条に規定する契約を町長が指定する期日までに締結しないとき。 

 (4) 分譲代金を第 11 条に規定する指定期日までに支払わないとき。 

 (5) 分譲の決定の取消し又は契約解除の申出をしたとき。 

2 前項の規定により契約を解除した場合は、支払われた分譲代金を譲受人に返還するものとし、その返

還金には利息を付けない。ただし、返還にかかる所有権の移転登記、その他諸費用等は譲受人が負担

しなければならない。 

 



（違約金） 

第 15 条 前条の規定により契約を解除したときは、譲受人は違約金として 500,000 円の全部又は、一部

を町に支払うものとし、解除に要する費用は、譲受人の負担とする。 

（相殺） 

第 16 条 第 14 条の返還にかかる費用及び前条の規定による違約金は、譲受人に返還する金額の全部又

は一部と相殺できるものとする。 

2 前項の登記に要する登録免許税は、譲受人の負担とする。 

（用途の指定） 

第 17 条 分譲地は分譲を受けた者が専用住宅又は店舗併用住宅（併用住宅の店舗面積は、建築面積の 2

分の 1 以内とする。）用地として使用し、この用途（以下「指定用途」という。）以外に使用しないも

のとする。 

（原状回復） 

第 18 条 町長が第 14 条の規定によりこの契約の解除を行ったときは、譲受人は第 12 条により宅地の引

き渡しを受けたときと同様の原状に復元して、町に返還しなければならない。 

（分譲地の譲渡禁止等） 

第 19 条 宅地の分譲を受けた者は、分譲宅地引渡の日から 10 年間は分譲地の所有権を他人に譲渡し、

または第三者に貸し付けてはならない。 

（上水道及び下水道への加入） 

第 20 条 分譲を受けた者は、上水道及び下水道に必ず加入するものとし、上水道加入金及び下水道加入

金については、分譲を受けた者の負担とする。 

（ケーブルテレビへの加入） 

第 21 条 分譲を受けた者は、ケーブルテレビに加入することができる。加入金及び引込工事において費

用が発生した場合は分譲を受けた者の負担とする。 

（公租公課） 

第 22 条 宅地の引渡し日以降に賦課される公租公課は、譲受人の負担とする。 

（その他） 

第 23 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 

この要領は、令和６年４月２５日から施行する。 

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

分譲宅地購入申込書 

 

南条団地宅地分譲要領第７条の規定により宅地の分譲をしていただきたく、

下記のとおり申し込みいたします。 

令和  年  月  日 

 南越前町長 様 

申込者 氏名             ㊞ 

 

宅地分譲名称 南条団地 申込番号 ①  

申

込

者 

氏 名  

住 所  

生年月日        年  月  日（  歳） 

電話番号  

職 業  

勤務先  

勤務先住所  

 

入

居

世

帯

員 

氏名 生年月日 年齢 続柄 勤務先 

   本人  

     

     

     

     

     

住宅建築着工予定  令和  年  月  日 

現在の住まい  持家  同居  借家  その他 

分譲を必要と 

する理由 

１ 持家がほしい 

２ 独立（理由：        ）※結婚など 

３ 持家の老朽化 

４ その他（           ） 
 

※添付書類  住民票謄本：住宅に居住しようとする者全ての住民票 

納税証明書：市町村民税に係る納税証明書又は非課税証明書 

※完納証明書など 



 

 

様式第２号（第８条関係） 

南建発第    号 

令和 年 月  日 

 

            様 

 

 

 

南越前町長 岩 倉 光 弘 

 

 

分譲宅地購入決定書 

 

 

令和  年  月  日付けで申込のありました宅地の分譲については、下記のとお

り決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

分譲宅地名称  南条団地 

区 画 番 号 ①  

分譲地住所  南条郡南越前町西大道１９字１３番４ 

分譲地の地籍  ２２９．５０m２（６９．４２坪） 

分 譲 価 格  ４，０９５，７８０円 

備 考  

 



 

様式第３号（第 10条関係）                       

       土地売買契約書       割印 

 

南越前町（以下「甲」という。）と 南越前 太郎 （以下「乙」という。）とは、次

の条項により分譲宅地の売買契約を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 甲は、その所有する次の表示の土地（以下売買土地という。）を乙の住宅用地

として売り渡しするものとする。 

(1) 所在地   福井県南条郡南越前町（詳細は土地の表示のとおり） 

(2) 地 目   宅地 

(3) 地 積      ６９．４２ 坪（  ２２９．５０ ㎡） 

 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金 ４，０９５，７８０ 円とする。 

２ 乙は、前項の売買代金を契約日から４５日以内に甲の発行する納入通知書により、

甲の指定する金融機関に納入しなければならない。 

 

（所有権移転及び登記） 

第３条 売買土地の所有権は、乙が売買代金の支払を完了した時に、乙に移転するもの

とする。 

２ 乙は、前項の規定により所有権を移転した後、甲に対して所有権の移転登記を請求

するものとし、甲はその請求により速やかに所有権の移転登記をするものとする。 

３ 前項の所有権移転登記に要する登録免許税その他の経費は、乙の負担とする。 

 

（売買土地の引き渡し） 

第４条 この土地の引渡しは、分譲宅地引渡書の交付をもって完了するものとする。 

 

（用途の指定） 

第５条 乙は、売買土地を乙が使用する住宅（店舗を含む。）用地に供し、この用途（以

下「指定用途」という。）以外に使用しないものとする。 

 

（指定用途に供すべき始期） 

第６条 乙は、分譲宅地引渡書の交付日から３年以内に指定用途に供するものとする。 

 

 

（売買土地の譲渡禁止等） 

収入印紙 

1000 円 



 

第７条 乙は、分譲宅地引渡書の交付日から１０年間は、売買土地の所有権を他人に譲

渡し、又は売買土地を第三者に貸し付けてはならない。 

 

（地盤状況の確認） 

第８条 乙は、本件土地の地盤状況について地耐力などを調査確認うえ、本件建物を建

築しなければならないものとし、調査確認を怠ったことに起因して発生した損害につ

いて甲は一切の責を負わないものとする。 

 

（契約の解除） 

第９条 甲は、次の各号に該当するときはこの契約を解除することができる。 

 (1) 乙の申し込み記載内容に、虚偽が認められた場合。 

(2) 乙が、第５条及び第６条の条項を履行しなかったとき。 

(3) 乙が、第２条の規定により４５日経過して後においても代金の支払いをしなか

ったとき。 

(4) 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けても、甲に対しその補償

の請求はできないものとする。 

 

（違約金） 

第 10条 前条の規定により、甲がこの契約を解除したときは、違約金として乙は金 

５００，０００円を甲に支払うものとする。 

 

（返還金等） 

第 11条 甲は、この契約を解除したときは、納付を受けた売買代金を乙に返還するも

のとする。 

２ 前項の返還金には、利子を付さないものとする。ただし、返還にかかる所有権の移

転登記、その他の諸費用等は乙が負担しなければならない。 

 

（相殺） 

第 12条 甲は、この契約を解除したときは、第 10条の違約金、第 11条第 2項返還に

かかる所有権の移転登記、その他の諸費用等として乙より徴収すべき金額があるとき

は、その返還する金額の全部又は一部を相殺できるものとする。 

 

（費用の負担） 

第 13条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

 

（原状回復） 

第 14条 乙は、この契約を解除した場合には、分譲宅地の引渡しを受けたときと同様



 

の原状に復元して、町に返還しなければならない。 

 

（信義） 

第 14条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行するものとする。 

（疑義等の決定） 

 

第 15条 この契約に定めない事項、またはこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議して定めるものとする。 

 

この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それ

ぞれ１通を保有する。 

 

 

令和 ６ 年  月   日 

 

 

             甲  福井県南条郡南越前町東大道 29-1 

                南越前町長 岩 倉 光 弘 

 

 

             乙  福井県南条郡南越前町西大道 30-1 

 

                 南 越 前  太 郎 ㊞ 

 

 

 

土 地 の 表 示 

 

所  在 南条郡南越前町西大道 

地  番 １９字三反梭１３番４ 

地  積 ６９．４２坪（２２９．５０㎡） 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第 12条関係） 

南建発第       号 

令和 年  月  日 

 

 南 越 前  太 郎 様 

 

 

 

南越前町長 岩 倉 光 弘 

 

 

分譲宅地引渡書 

 

 

令和 年 月 日付けで契約を締結した次の分譲地について引き渡しをいたします。 

 

 

記 

 

 

分譲宅地名称 南条団地 

区 画 番 号  － 

分譲地住所 南条郡南越前町西大道１９字三反梭１３番４ 

分譲地の地籍 ２２９．５０㎡（６９．４２坪） 

分 譲 価 格 ４，０９５，７８０円 

備 考  

 



 

 

様式第５号（第 13条関係） 

南建発第     号 

令和 年  月  日 

 

南 越 前  太 郎 様 

 

 

 

南越前町長 岩 倉 光 弘 

 

 

登記完了通知 

 

 

令和 年  月  日付け分譲宅地引渡書にて引渡ししました分譲地の登記が完了

しましたので「登記完了証」および「登記識別情報通知」を送付いたします。 

つきましては、別添の登記完了通知受領書に記名押印（認印）の上、提出してください。 

 

※「登記識別情報」は、今後、当該土地に係る各種登記手続き等を行うこととなった際に必要なもので

すので、大切に保管ください。 

 



様式第６号（第 13条関係） 

 

 

登記完了証及び登記識別情報通知受領書 

 

 

１．所有権移転登記完了証   1通 

２．登記識別情報通知     1通 

 

 

 ただし、       年  月  日付け土地売買契約書で締結した南条分譲団地

の所有権移転登記に係るもの 

 

 

 

 上記のとおり受領いたしました。 

 

 

          年  月  日 

 

 

 

住 所                   

 

氏 名                 ㊞ 

 

 

 

南越前町長 様 



様式第７号（第 14条関係） 

 

 

土地売買契約の解除（取消）決定通知書 

 

       年  月  日付けで申出のあった、土地売買契約の解除（取消）

について、下記理由により契約解除の決定を通知します。 

 

記 

 

１ 契約の内容 

       年  月  日付けの南条団地の土地売買契約 

 

 

２ 解除の理由 

  土地売買契約書第  条の規定の履行ができなくなったため 

 

 

３ 返還金 

  本町より、     氏に返還する額は、       円とする。 

 

 

４ 土地の所在地および面積 

   土地の所在地：南越前町西大道   字   番地 

   土地の面積 ：      坪（      ㎡） 

 

５ 違約金 

   土地売買契約第 10条により、違約金 500,000円を納入することとする。 

 

       年  月  日 

 

  住 所 

  氏 名         様 

 

 

南越前町長        ㊞ 

 

 


